
開　発　事　業　計　画　書（サンプル）
1． 計画の概要

　　　（戸建て住宅の場合）
・開発の目的
戸建て住宅の建築を目的とした造成工事を行います。
・区画数：○区画
・建物【戸建て住宅】：木造2階建てを計画し、各敷地内に○台の駐車スペースを確保します。
・最大宅地面積：○㎡、最小宅地面積：○㎡

　　　（共同住宅の場合）
・開発の目的
共同住宅の建築を目的とした造成工事を行います。
・区画数：○区画

・建物【共同住宅】：RC造○階建を計画し、住宅敷地内に○台の駐車スペースを設置します。
敷地面積A=○○㎡（建築確認申請時の面積）
２．開発地の現況
　・現況は、戸建て（２戸）及び月極駐車場です。
・土砂災害危険箇所等（砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、イエロー・レッドゾーン等）の指定状況。
・文化財が分布する地区　内（○○遺跡）
３．用途地域
　・市街化区域
・第１種住居地域：建ぺい率○％、容積率○％
・第５種高度地区

・準防火地域
・地区計画（〇〇地区）
・眺望景観形成地域（ポーアイしおさい公園、ビーナステラス／区域①、ａ、ｂ）
・宅地造成等工事規制区域　内
４．工事施工方法

　・工事工程：準備工→防災工→土工→擁壁工→排水工→整地工
　・施工重機等：ﾊﾞｯｸﾎｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾛｰﾗｰ等
５．切土・盛土・法面保護工・自然斜面等
　・造成面積　○○.○○㎡
（内訳：切土面積○○.○○㎡、盛土面積○○.○○㎡）
・切土の最大高　○.○ｍ、盛土の最大高　○.○ｍ

・切土(盛土)法面は1:1.8以下とし、法面保護工を行います。

　　仕様は「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き（※最新版 神戸市）」に準拠します。

　６．擁壁
切土または盛土によるがけが生じるため、擁壁を設置します。なお擁壁仕様は「宅地造成等に関する工事許可申請の手引き（※最新版 神戸市）」に準拠します。
　　・構造（最大見え高）
新設擁壁　L型（○.○ｍ）、重力式（○.○ｍ）、練積擁壁（○.○ｍ）
７．残土処分・搬入土
　　・造成工事による残土は、公的許認可を受けた処分場へ搬出します。

　　・造成工事による残土は発生しません。なお、建築工事等により掘削工事で残土が出る場合は、公的許認可を受けた処分場へ搬出します。

　　・造成工事による盛土は流用土（or購入土）を使用します。

　　・計画切土量○○.○ｍ3、計画盛土量○○.○ｍ3

　　・計画搬入土○○.○ｍ3　or　計画残土処分○○.○ｍ3
８．排水施設

　　・宅地内排水：宅地内にU型ﾄﾗﾌ（150×150）、雨水桝（□100）を新設し、雨水排水を処理します（新設接続管φ150）。

　　・雨　　　水：既設の道路側溝に接続放流します（新設接続管φ150～200）。
・汚　　　水：敷地内に汚水桝（φ150）を新設し、南側の道路に埋設の既設下水管へ接続します（新設取付管φ200）。
９．道路

　　・南側

現況：市道○○線（建基法42条1項○号）　幅員○.○○ｍ～○.○○ｍ
    　計画：拡幅なし　or　中心後退○.○○ｍ　or　一方後退○.○○ｍ
・東側

現況：私道（建基法42条2項）　幅員○.○○ｍ～○.○○ｍ
計画：中心後退２．０ｍ
・開発区域内

承認道路（建基法42条1項2号）新設　幅員○.○○ｍ
承認道路の位置については事業の計画及び、周囲の公共施設の状況から本計画の位置とします。
承認道路の整備により隣接建物が違法建築となることはありません。
・進入道路

現況：市道○○線（建基法42条1項○号）　幅員○.○○ｍ～○.○○ｍ
計画：拡幅なし。
１０．公園

　　・1箇所配置し、面積は○○㎡です。
１１．緑地・広場・緩衝帯の種別と面積
　　・緑地帯（自然緑地）の面積は○○㎡です。

１２．樹木の保存・表土の保全
　　・1ha以上ですが、対象となる樹木・表土はありません。
１３．消防水利・はしご車進入路

　　・当該申請地100ｍ以内に消火栓（Φ150）が1基あります。

　　・防火水槽（○○ｍ3）を設置します。
１４．河川・水路・調整池
　　（河川・水路が開発事業区域に接する場合）
　　　・開発事業区域○側に接する準用河川○○川については、管理用通路を○○ｍで整備し、用地は神戸市に帰属します。
　　　・開発事業区域○側に接する水路については、管理用通路を○○ｍで整備し、用地は神戸市に帰属します。

　　（河川・水路が開発事業区域内に含まれている場合）
　　　・開発事業区域内の準用河川○○川については、河川幅○○ｍで付替え、管理用通路を○○ｍで整備し、用地は神戸市に帰属します。

　　　・開発事業区域内の水路については、水路幅○○ｍで付替え、管理用通路を○○ｍで整備し、用地は神戸市に帰属します。

　　（調整池が必要な場合）
　　　・開発事業区域内に流出抑制施設として調整池を設置します。

１５．上水道

　　・西側道路には、配水管Φ100ｍｍ、南側道路には、配水管Φ150ｍｍが布設されています。
　　・神戸市上水道より供給を受けます。

１６．交通対策

　　・工事中は交通整理人を配置し、工事車両の円滑な誘導を行うとともに、必要に応じて交通安全施設を設置し、一般車両・歩行者などの安全な通行を確保します。
１７．防災工事及び工事中の防災対策

　　・敷地には、一般の方々が立入らないよう柵等を設置します。

・緊急資材を現場に常備します。（土嚢等）

・工事中の防災対策は関係法令に基づき、安全管理を徹底します。

・仮沈砂地、仮排水施設を設けるとともに、必要に応じて開発区域外への土砂流出防止対策を行います。
１８．公益施設

　　・ごみ集積施設(○㎡、○箇所)を設置します。
　　・近隣のゴミステーションを利用します。（○○自治会協議済。○○年○○月○○日）
１９．他法令の申請許可状況　
　　・当該地は一部、他法令（農地法、森林法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり防止等防止法、河川法、地区計画、がけ条例etc）による規制があり、都市計画法第29条の開発許可申請と並行して、各々許可申請手続を行います。
２０．設計仕様

　　・都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法、開発許可申請の手引き（※最新版 神戸市）、宅地造成等に関する工事許可申請の手引き（※最新版 神戸市）、神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例、条例施行規則及び神戸市開発事業に関する技術基準（※最新版　神戸市）、盛土等防災マニュアルの解説（ぎょうせい）に準拠しています。
２１．工事仕様

　　・都市計画法及び神戸市土木請負工事必携（※最新版）に準拠します。

※サンプルを基に開発事業計画書を作成する場合は青文字の注意事項を全て削除してください。





←　現況が更地である場合には、「〇〇解体後の更地」のように更地になる直前の土地利用を記載してください。





←　神戸市情報マップから用途地域を確認し、都市計画決定内容等を全て記載してください。





←　造成面積（切土面積、盛土面積）は切土、盛土求積図の面積と合わせてください。


切土・盛土の最大高は造成断面図と齟齬がないようにしてください。





←　①路線の種類


（市道、県道、国道、私道の別）


②路線名称（公道の場合）


③建築基準法の道路種別


④幅員（及び後退方法）


は本書のみならず各図面（現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、排水計画平面図）にも記載してください。





↑　幅員は現況図と合わせてください。





←　承認道路を計画する場合は「承認道路の位置については事業の計画及び、周囲の公共施設の状況から本計画の位置とします。」と記載してください。


また、承認道路に隣接する建物がある場合は承認道路の整備により隣接建物が違法建築とならないことを確認し、その旨を記載してください。





←　各項目で該当事項がない場合は「該当なし」と記載してください。





←　特段、社内で仕様の取り決めがない場合に記載してください。








